
障害福祉サービス等の提供基盤の整備について

事業所数 定員数

区別 R元年度末 R3年度末 R４年度末 R5年度末 3年計 R元年度末 R3年度末 R４年度末 R5年度末 3年計

生活介護 葵区 22 645

駿河区 12 1 1 1 3 280 20 20 20 60

清水区 17 524

自立訓練 葵区 1 20

（機能訓練） 駿河区 0 1 0 0 1 0 20 0 0 20

清水区 0 0

自立訓練 葵区 2 30

（生活訓練） 駿河区 0 1 0 0 1 0 20 0 0 20

清水区 1 6

就労移行支援 葵区 10 158

駿河区 3 1 2 2 5 32 20 40 40 100

清水区 3 32

就労継続支援 葵区 9 140

A型 駿河区 10 4 2 2 8 170 80 40 40 160

清水区 9 144

就労継続支援 葵区 26 478

B型 駿河区 26 0 0 7 7 544 0 0 140 140

清水区 33 622

就労定着支援 葵区 7 280

駿河区 1 0 1 10 11 40 0 40 400 440

清水区 1 40

療養介護 葵区 2 220

駿河区 1 0 0 0 0 60 0 0 0 0

清水区 0 0

短期入所 葵区 8 32

（福祉型） 駿河区 7 9 9 10 28 11 18 18 20 56

清水区 8 26

短期入所 葵区 2 -

（医療型） 駿河区 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0

清水区 0 -

事業所数 定員数

区別 R元年度末 R3年度末 R４年度末 R5年度末 3年計 R元年度末 R3年度末 R４年度末 R5年度末 3年計

自立生活援助 葵区 0 1 - - - - -

駿河区 0 1 1 1 1 - - - - -

清水区 0 1 - - - - -

共同生活援助 葵区 13 201

駿河区 13 2 2 7 11 115 40 40 65 145

清水区 8 24

うち 葵区 0 0

日中サービス支援型 駿河区 0 2 2 2 6 0 40 40 40 120

清水区 1 20

施設入所支援 葵区 4 213

駿河区 1 0 0 0 0 60 0 0 0 0

清水区 3 228

居
住
系
サ
ー

ビ
ス

日
中
活
動
系
サ
ー

ビ
ス

資料３－２

次期計画では、３年間の増加件数（事業所数・定員数）について、

各区ごとに算出することを検討しています。

※現時点では、３区の合計数を駿河区の欄に掲載しています。



事業所数（計画相談については、相談支援専門員数） 定員数

区別 R元年度末 R3年度末 R４年度末 R5年度末 3年計 R元年度末 R3年度末 R４年度末 R5年度末 3年計

計画相談支援 葵区 35 - - - - -

（相談支援専門員数） 駿河区 18 43 3 4 50 - - - - -

清水区 18 - - - - -

障害児 葵区 28 - - - - -

相談支援 駿河区 9 15 15 18 48 - - - - -

（相談支援専門員数） 清水区 15 - - - - -

地域移行支援 葵区 3 - - - - -

駿河区 2 0 0 0 7 - - - - -

清水区 3 - - - - -

地域定着支援 葵区 3 - - - - -

駿河区 3 0 0 0 8 - - - - -

清水区 3 - - - - -

事業所数 定員数

区別 R元年度末 R3年度末 R４年度末 R5年度末 3年計 R元年度末 R3年度末 R４年度末 R5年度末 3年計

児童発達支援 葵区 21 188

駿河区 9 12 13 17 42 125 120 130 170 420

清水区 4 35

医療型 葵区 0 0

児童発達支援 駿河区 0 0 0 1 1 0 0 0 10 10

清水区 0 0

放課後等 葵区 51 482

デイサービス 駿河区 29 19 1 11 31 280 190 10 110 310

清水区 29 285

保育所等 葵区 2 - - - - -

訪問支援 駿河区 1 0 0 0 0 - - - - -

清水区 0 - - - - -

居宅訪問型 葵区 1 - - - - -

児童発達支援 駿河区 0 0 0 0 0 - - - - -

清水区 0 - - - - -

福祉型障害児 葵区 1 27

入所施設 駿河区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

清水区 0 0

医療型障害児 葵区 2 220

入所施設 駿河区 1 0 0 0 0 60 0 0 0 0

清水区 0 0

※　療養介護及び医療型障害児入所支援の葵区220床は、利用希望者の状況に応じて流動的に定員数の中で受入れを行っています。  

※　計画相談支援及び障害児相談支援の事業所数（相談支援専門員数）は、専門員１人あたりの計画作成件数を、39件として算出しています。

※　訪問系サービスについては、国の指針等による策定義務がなく、事業所数を指標とすることが有効ではないと判断されるため、
　　次期計画からは削除することを検討しています。
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